
様式第 3号（第 4条関係）

舞産観第 58号

令和 6年 10月9日

市民オンプズマンまいづる

代表森本 隆様

舞鶴市長鴨田 秋

行政文書部分開示決定通知書

令和 6年 9月 10日付けの行政文書の開示請求について、舞鶴市情報公開条例第 9条

第 1項の規定により、次のとおり不開示情報に係る部分を除いて開示することど決定した

ので通知します。

行政文書の件名 I

開示の H時及び場所

①都市公園（舞鶴赤れんがパーク）施設設置及び管理許可につ

いて No.I 

②都市公園（舞鶴赤れんがパーク）施設設置及び管理許可につ

いて No.2 

③都市公園（舞鶴赤れんがパーク）施設設置及び管理許可につ

いて No.3 

④都市公園（舞鶴赤れんがパーク）施設設置及び管理許可につ

いて No.4 

⑤都市公園（舞鶴赤れんがパーク）施設設置管理許可について

No.2 

⑥都市公園（舞鶴赤れんがパーク）施設設置管理許可について

No.3 

⑦都市公園（舞鶴赤れんがパーク）施設設置管理許可について

No.4 

⑧都市公園（舞鶴赤れんがパーク）施設設置及び管理許可につ

いて No.5 

⑨赤れんがパーク官民連携型賑わい拠点創出事業における第三

者使用に関する届出書 (3号棟2階）

⑩赤れんがパーク官民連携型賑わい拠点創出事業における第三

者使用に関する届出書 (3号棟 l階）

⑪赤れんがパーク官民連携型賑わい拠点創出事業における第三

者使用に関する届出書 (5号棟）

日時 年月 日 （午前・午後 時 分）

場所

開示の方法 I写しの交付



様式第7号(m4条の2関係）

舞産観第 59 号

令和 6年 10月 9日

市民オンブズマンまいづる

代表 森本 隆様

舞鶴市長 鴨田秋

國璧
開示決定等期限延長通知書

令和6年9月 10日付けの行政文書の開示請求について、舞鶴市情報公開条例第11条第2項の規

｀ 定により、次のとおり開示決定等の期限を延長したので通知します。

ヽ

行政文書の件名又
赤れんがパーク内に出店中の全ての事業者（指定管理者を含む）に対して舞

鶴市が支払った補助金や交付金があれば金額と補助金や交付金の名称と事業
は内 容

内容を示した書類全て

舞鶴市情 報公
令和 6年 9月 10日から

開条例第 11条＜

第 1項に規 定
令和 6年 9月 24日まで

す る 期 間

令和 6年 9月 10日から

延長後の期間

令和 6年 11月 8日まで ヽ

延 長 の理由
開示請求に係る行政文書に第三者に関する情報が記録されているため、当該

第三者の意見を聴く必要があるため

担 当 部課等
産業振興部観光振興課

電話番号 0773-66-1024（内線1263)

＼ 

備 考



コ

「
決裁区分 課長専決

収 又平 日 起 案 日 令和4年4月1日

決 裁 日 施 行 日

文 書，分類 18 -01 

ファイル名 行政財産使用許可

公開区分 公開 非公開理由

文書 番 号 ＇ 
公 印

保存年限 5年

起 案 者 観光振興課 奥野雅史
内線 1265 

件

名
都市公園（舞鶴赤れんがパーク）施設設置及び管理許可について No. 1 

課長 係長 一般•その他

設光振興課 観光振興課 観光振興課

山内勇輔 神村和輝 堺谷翔太 I 

決

裁

ヽ

I 

ムロ

議 . ・ 

， 



公 園施 設設置許可申請書

設 置 の 目
的 赤れんがパーク官民連携型賑わい拠点創出事業の実施により赤れ

んがパークの更なる魅力向上を図る

設 置 の 期 間 令和 4年 4月1日 ～ 令和 14年3月31日

設 置 場 所
赤れんがパーク 3号棟の一部

の
（詳細は管理運営計画書のとおり）

設置物件名 ：物販店舗、コワーキングスペース、シェアオフィス、

公園施設の構造Iテナント等（合計1363.48対のうち958.48ni）（詳細は別紙のとおり）

赤れんが倉庫内の間仕切り壁の設置等

公園施設の管理の方法 公募対象公園施設管理運営計画書に基づき適切な管理を行う

工事の実施の方法

工事の着手及び

完了 の時期

都市公園の復旧方法

請負

令和4年4月1日 ～ 令和 5年3月31日

原形復1日

そ ・ の 他 設置場所において別紙一覧のとおり既存備品を借用したい

都市公園に公園施設を設置したいので、許可くださるよう申請します。

令和'4年 4月 1日

舞鶴市長 多々見良三 様

住所 舞鶴市字浜 1054 番地 • NTT ビル舞鶴別館

氏名 株式会社 ウッディ ーハウス

代表取締役志摩幹一郎

電話番号 0773--64-1331 
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※色が付いている部分がすぐに使用しない部分となります。

上記部分の対象面積の合計が40 5 niとなります。

13 l.29ni 

よって、 3号館全体の面積1,3 6 3_. 4 8面から上記の面積を引いた面積958. 48対

がR4年4月1日～使用する面積となります。



赤れIvが3号棟（まいづる智恵蔵） 備品(I種）

区分 分類種目 指定管理 品名 品番 数羅 備考
1-I 机・台類

゜
受付カウンター 1 

゜
ワークテーブルラウンド テネllST-MT189U1 2 

゜
ワーりテーブルうウンド テネIJST-MT99UI 3 

゜
角テーブル BT-252F1 ， 

゜
テーブル SD-MXZ LL1612L F11 1 

゜
デスり SD-MXZ 46EC3 F11 1 

゜
ワキデスり SD-MXC 44EK F11N l 

X 展示台 800x800x800+500 アクリル 1海軍展示
X 展示台 500 X 600 X 850+400 アクリル •3 海軍展示

X テーブル KT-S31F1NN 13 5号へ移動

゜
バンフレット展示台 1800X 1800X400 3段 1 

゜
バンフレット台 900 A4版用 3 

X 脚折会議Tーブル（コりヨ）＇ 13 

X 長机（ひな展用） 10 5号へ移動

1-2 椅子類

゜
リフレッシュチェアー CK-M1800 40 

゜
セ丁イスタローパッり肘なし CR-G420F5JPB6-V 2 

゜
椅子（事務用） ジョインテッり 160-902 3 

゜
丸椅子 TOKIO M-24M 2 

1-3 棚・箱類

゜
Dシェルフウッド棚 YXZ-CAW 12134 2 

゜
ウッドストッカー YXZ-CWSAN 1233 2 

゜
りリーンロッカー 備品ロッカー CLK-45F1 1 

゜
NS収容システム 3枚引き違い戸 BWS-STHU58 F1 1 

， 

゜
NS収容システムガラス両開扉 BWS-SSGD58 Ff 1 

゜
ノンポルト中量ラッり MM-A06324F1 N I 

゜
ノンボルト中量ラッり MM-A06354F1N 1 

゜
保管庫ー式 BWS-SHD516 Fl 3 

X ジオラマケース 1000 x 1000 x aoo+soo アクリル 1引揚・赤博

X 展示平ケース 1500 x 500 x aoo+ 150がう入 2引楊・赤博

x 展示平ケース ・1500 x 600 x aoo+ 150がうス 5引揚・赤博

X 展示ケース 800 X 800 X 800 , 1 引揚・赤博

X 展示平ケース 1500 x 6oox aoo+200 rクリル 8引楊・赤博

゜
ハイカウンター基本タイブ NSB-569KS-9797 1 

゜
エンドバネルハイ右 NSA-069LB-97 1 

゜
エンドパネルハイ左 NSA-069RB-97 1 

゜
収納庫引き戸タイブ NSA-549A-NE 1 

゜
アオリ戸 ロー用 NSA-7Y-97 1 

゜
車椅子用対応カウンター NSB-287MS-9797 1 

0 . エンドバネル車椅子右 NSA-087RE-97 1 

゜
Iンドバネルハイ右 so NSA-109RB-97S0 1 

゜
ハイカウンター下段天板ー（木型 NBS-559FS-9797 1 

゜
連結フレームハイ用 NSP-9C I 

O・ ハイカウンター コーナータイブ NSB-599ES-9797 i 

゜
ハイカウンター基本タイブ NSB-559KS-9797 1 

゜
エンドバネルハイ左 NSA-069LB-97 1 

゜
収納庫引き戸タイブ NSA-539A-NE 1 

1-4 事務用機器類

゜
コンテンツ作成PCー式 REXCEED-M300V液晶モニター(2台）HDD I 

1-6 室内用品・装飾品類

゜
結界一式 NT-KKB-100 1 

゜
筒状タイブ傘立て US-G40 i 

゜
スモーキングスタンド SS-255 ステンレス 1 

゜
バーティションスタンド GB-PS 201D 2 

゜
サインスタンド GB-S4NN 4 

X 片面黒板 BB-K634 W 1 NN 1 

゜
片面黒板（月予定表） BB-HC636 MW  1 N 1 

X ポール（展ホバネル用） コりヨ SSPF-1 23 

X T型ベース（展示バネル用） コりヨ SSPE-1 20 

X コミュニケーションポード 14 

1-10 光学機器類 X DLP方式ブnジェりター TH-DW5000 1 

X 液晶ブ日ジェりター TH-LB60NT 1 

X ピデオカメラ HDR-HC7 1 

1-11 電気・通信器具類

゜
ウォッシャーライト ナショナル NHU31550PS1 18 

゜
LEDスポットライト 白色AC100NNY24005, 2 

゜
LEDうイン照明 白色AC100NNY21030 2 

゜
LEDスポットライト 霞球色4NNY21030霞源ユニット共． 22 

3号棟 0/2



赤れluが3号棟（まいづる智恵蔵）ロ ▼ .. 備品(1種）．. 

区分 分類種目 ‘ 指定管理 品名 品番 数誠 備考

X 65Vブラズマディスブレイー式
TH-65PF9RK 

1 
100/1000base-TX等

X 17インチ液品モニターー式 クッチ／1・ネル映像制御機器等 '1 

X 26型液晶モニター TH-26LX65 1 

X DVDレコーダ VHS{;f-DMR-EH75-S 1協会購入

X 50Vプラズマディスプレイー式 クッチ／1・ネル映像制御機器等 2 

X 映像配信サーバーー式 MEOIAEOGE-SVS P1700BK GS916S 1 

1-12 計測・試験分析機器！ X データ日ガー KK-TR-72U 1 

1-21 車両・船舶類 X 8D10型入換動車 I 

1-25 雑品類

゜
移動式踏台 SP-63 1 

゜
コミュニケーションポード専用台車 SSP-T1 i 

゜
手押車 Tl(-20 l 

X 150型張込スりリーン 16:09 1 

X プロジェりターカート 1 

X モパイルスりリーン 100型 ．． 
1 

゜
台車 soox 750 2 

゜
脚立 ALINCO MA-240SE 2 

゜
テーブル用台車・ TK-TlOON 1 

゜
入ロフ日アーマット 3 

3号棟 1/2



舞鶴市指令第1514号

令和4年4月1日

住 所舞謡市字浜1054番地 NTTビル舞鶴別館

株式会社 ウッディーハウス

氏名 ・代表取締役志摩幹一郎 様

特嘉叫呵•:.i
舞鶴市長多々見良 己糧餡(ltiこ¥i

！i'` □I 
公園施設設置許可書

令和4年4月1日 付けで申請のあった 公園施設の設置 については、
下記の条件を付して許可します。

1.名 称 舞鶴赤れんがバーク

2.所 在 地 舞鶴市字北吸地内

3.内 容 赤れんがパーク 3号柿：物販店舗、コワーキングスペース、シェアオフィス、テ
ナント等（958.48rd)及び赤れんが倉庫内の間仕切り壁の設置等

4.面積又は数量 958. 48 ref 

5.許可期間 令和4年4月1日 から 令和5年3月31日 まで

6.設 置 料 r, 790,440円

7．許可条件

(l) 設置者は、許可物件を常に善良な管理者の注意をもって設置しなければならない。・

(2) 設置者は、許可物件を設置目的以外の用に供し、又は第三者へ転貸してはならない。

(3) 設置者は、許可物件について修繕その他の行為をするときは、事前に書面により申請し、市
長の許可を得なければならない。

(4) 設置者は、許可物件の設置について移動があったときは、直ちに市に報告しなければならな
vヽ。

(5) 設置者は、設置期間を更新しようとするときは、許可期間満了事前一ヶ月までに書面で申請
． し、市長の許可を受けなければならない。 • 

(6) 設置者は、許可物件の設置工事又はその設置について第三者に損害を与えても、市は一切そ
の責めを負わないものとする。

(7) 設置者が不可抗力により許可物件の設置について損失を受けても、市は一切その責めを負わ
ないものとする。

(8) 公園緑地内の施設や緑樹等を損傷しないように十分に注意し、設置後は跡地を幣理し、原状
に復して返還すること。

(9) 設置の際は、事故や苦情等が生じないよう十分に注意すること。止むを得ず発生した場合
は、設置者の責任において迅速かつ適切な処理を行うこと。

(10) 設置由に生じた不要物等については、分別収集を行い責任をもって処理すること。

(11) 次のいずれかに該当するときは、許可期間中であってもこの許可を取り消すことがある。こ
の場合において、設置者は直ちに許可物件を原状に回復した後、市に返還しなければならな
い。なお、これによって生じる設置者の損害を、市は一切負担しないものとする。 •

・許可を受けた者が、この許可書に定める義務を履行しない場合。

・市において許可物件を公用又は公共用に供する必要が生じた場合。
(12) 設置の際に行ったマーキング等は、設置後速やかに消去すること。
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決裁区分 課長専決
ヽ．

収 池又 日， 起 案 日 令和4年4月1日

決 裁 日 施 行 H 令和4年4月1日

文書分類 18 -01 

フ ァ イル名 行政財産使用許可

公 開 区分 公開 非 公開理由

文 書番号
公 • 印

保 存年 限 5年 ＇ 

起 案 者 観光振興課 奥野 雅史
内線 1265 

件
都市公園（舞鶴赤れんがパーク） 施設設置及び管理許可について No.2 

名

課長 係長 一般•その他 I 
観光振興課 観光振典課 観光振興課

' ' 

山内 勇前 神村和輝 堺谷翔太
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様式第 2号（第 3条関係）

公園施設設置許可申請書

設置の 目的I
赤れんがパーク官民連携型賑わい拠点創出事業の実施により赤れ

んがパークの更なる魅力向上を図る

設置の 期間 令和 4年 4月 1日 ～ 令和 14年 3月31日

設置の場所

公園施設の構造

赤れんがパーク 4号棟

（詳細は管理運営計画書のとおり）

設置物件名：レンタルスペース（合計 1494.77rri). 

（詳細は別紙のとおり）

赤れんが倉庫内の間仕切り壁の設置等

公園施設の管理の方法 公募対象公園施設管理運営計画書に基づき適切な管理を行う。

工事の実施の方法

工事の着 手及 び

完了の時期

請負

令和 4年4月 1日 ～ 令和 5年3月31日

都市公園の復旧方法 原形復旧 • 

そ の他 設置場所において別紙一覧のとおり既存備品を借用したい

都市公園に公園施設を設置したいので、許可 もださるよう申請します。

令和 4年 4月 1日

舞鶴市長 し多 々 見 良三 様

住所舞鶴市字浜 1054番地 NTTビル舞鶴別館

氏名 株式会社 9ウッディ ーハウス

代 表 取 締 役 志 摩 幹一郎

電話番号 0773-64-1331 



様式第 2号（第 3条関係）

4号柿詳細
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赤れluが4号棟（赤れんが工房）＿． 備品(1種）

区分 分類種目 指定管理 品名 数量 備考

1-1 机・台類 X 円形テープル トキオ／DGX-M900（ニューグレー） 05•0 フリー1 脚部破損
X 円形テーブル トキオ／DGX-M900（ニューグレー） 0 3..。スタジオ前脚部破損

゜
演台1 オhムラ／4303AC-MK18 1 2•1 1台5号棟

゜
演台2 オカムう／4303AB-MK18 1 2..1 1台5号棟

゜
木製Tープル トキオ／FM-1890 8 

△ 木製テーブル トキオ／FM-1890 3 4•3 1台脚部破損

゜
SGカウンターハイカウンター オhムう／4G28ZZMF23 . 2 

゜
SGカウンターハイカウンター オhムう／4G29ZZMF23 1 

゜
SGカウンターハイ外コーナー オカムう／4G30RAMF23 2 

゜
SGカウンターハイエンドバネル オhムう／4G971PZ421 2 

゜
平机 セイコー／CSA127HWW 1 

゜
花台 オ肱う／4303AF-MK18 0 1•0 5号棟

1-2 椅子類

゜
スタッキンリチェア アイコ／MC-183G(FG2)RE 20 

゜
スタッキングチェア アイコ／MC-183G(FG2)RE 99 

゜
スタッキングチェア アイコ／MC-183G(FG2)BU 40 

． 

゜
スタッキングチェア 7イコ／MC-414B(VG1)LGR 12 

゜
ミーティングチェア トキオ／NSC-10（レッド） 12 

゜
ミーティングテーブJUフラッブ式） オカムう／L671AT-MR17 40 

゜
スツール（回転） セイコー／T-69f 48 

゜
スツール（回転） セイコー／T-691 24 

゜
日ピーベンチ トキオ／LW-3L（り1ン） 4 

゜
事務用椅子 アイコ／OS-2205(FG2)RE 1 

1-3 棚・箱類 0 両開き書庫（木目調） オhムう／483322-2843 8 

゜
書匝用シングルベース オhムう／4B92ZZ-Z637 8 

゜
書庫用天板 オhムう／4B12AZ-MK39 8 

゜
書庫用サイドバネル オカムう／4B13PZ-ZA49 8 

゜
ワゴン セイコー／DWJ-0462LWW 2 

X フラワーポッりス セイコー／SF-1200BSR(llーズ） 6 

゜
消火器BOX(1F) ユニオン／UFB-3S-2701 8 7..8 

゜
消火器BOX(2F) , ユニオン／UFB-3S-2701 6 7•6 

1-6 室内用品・装飾品羨 △ 展示バネル／布張り セイコー／PRK306（シェルビンり） 14 16•14 2台使用不可

゜
バネル用キャスター セイコー／PRT185C 32 

゜
バネル用フッり セイコー／9-JHD 48 

゜
バネル用ワイヤーハンガー セイコー／9-YH 48 

゜
パーテーションスタンド セイコー／SU-660SS（レッド） 6 10..6 

゜
ポスターバネル(81) オhムう／L064BAP-8800 3 

゜
バネル用スタンド オ払う／L064BFP-8800 4 

゜
サインスタンド セイコー／SSB4W 4 

゜
傘立て セイコー／AUS-13 68•6 

゜
ホワイトポード オhムう／4380GC-H01 2 

゜
ホワイトポード オカムう／4380GC-H01 1 

゜
木製イーゼル 枯ムラ／4-386-11 11 12..11 

゜
ミーティングポード セイコー／TMB-N200LG 4 

゜
遮光カーテン W1700 X H2600 19 

゜
遮光カーテン W1700 X H1450 2・ 

゜
遮光カーテン W1350 X H1850 20 24•20 

゜
取付具材ー式 ー式 1ポール

1-11 電気・通信器具類 X 簡易PAシステム PEAVEY ESCORT3000 1音岩セット

1-1 4 防災器具類

゜
消火器 ヤマト YP-10 15’14ー15

゜
屋外消火栓格納箱 1 

1-16 工作機器類 X 霞動ろくろ 日本霞産シンポ（楕） RK-3D型 1 

1-25 雑品類 X 粘土板圧縮ポード 新日本造形／2231-186 48 

X 粘土板整理棚 新日本造形／2532-083 . 1 

゜
スタッキングチェア用台車 アイコ／D-16 5 6..5 

゜
スタッキングチェア用台車 7イコ／D-16 2 

゜
標識パネル ユこオン／ST-72 8 7..8 

゜
標識パネル ユニオン／ST-72 6 7•6 
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住 所舞鶴市字浜1054番地 N'rrビ）レ舞鶴別餓

' 株式会社 ウッディーハウス

氏名 代表取締役志摩幹一郎 様

舞鶴市指令第1515号

令和4年4月1日

舞鶴市長多々見良 冑

公 ．園 施設 設 置許可 書

令和4年4月1日 ・ 付けで申請のあった 公園施設の設置 については、

下記の条件を付して許可します。

1.名 称 舞鶴赤れんがパーク

2.所在 地 舞鶴市字北吸地内

3.内容

4.面積又は数最

5.許可期・間

6.設置料

赤れんがパーク 4号柿：レンタルスペース '(1,494. 77 ref)及び赤れんが倉庫内の
間仕切り壁の設置等

1494. 77 ref 

令和4年4月1日 から 令和5年3月31日 まで ・

2,792,230円

7.許可条件

(1) 設置者は、許可物件を常に善良な管理者の注意をもって設置しなければならない。

(2) 設置者は、許可物件を設置目的以外の用に供し、又は第三者へ転貸してはならない。

(3) 設置者は、許可物件について修繕その他の行為をするときは、事前に書面により申請し、市
長の許可を得なければならない：

(4) '設置者は、許可物件の設置について移動があったときは、直ちに市に報告しなければならな
vヽ。

(5) 設置者は、設置期間を更新しようとするときは、許可期間満了事前一ヶ月までに書面で申請
・し、市長の許可を受けなければならない。 、

(6) 設置者は、許可物件の設置工事又はその設置について第三者に損害を与えても、市は一切そ
の責めを負わないもの＇とする。 ． 

(7) 設置者が不可抗力により許可物件の設置について損失を受けても、市は一切その責めを負わ
ないものとする。

(8) 公園緑地内の施設や緑樹等を損傷しないように十分に注意し、設置後は跡地を賂理し、原状
に復して返還すること。

(9) 設置の際は、事故や苦情等が生じないよう十分に注意すること。止むを得ず発生した場合
、は、設置者の責任において迅速かつ適切な処理を行うこと。 疇

(10) 設置中に生じた不要物等については、分別収集を行い責任をもって処理すること。

(11) 次のいずれかに該当するときは、許可期間中であってもこの許可を取り消すことがある。こ
の場合において、設置者は直ちに許可物件を原状に回復した後、市に返還しなければならな
い。なお、これによって生じる設置者の損害を、市は一切負担しないものとする。

・許可を受けた者が、この許可書に定める義務を履行しない場合。

・市において許可物件を公用又は公共用に供する必要が生じた場合。
(12) 設置の際に行ったマーキング等は、設置後速やかに消去すること。
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決裁区分 課長専決
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公園 施 設設置許可申 請 書

赤れんがパーク官民連携型賑わい拠点創出事業の実施により赤れ
設置の 目的I

んがパークの更なる魅力向上を図る

設置の期 間． 令和4年 4月1日 ～ 令和 14年3月31日

設置の場所

公園施設の構造

赤れんがパーク 5号棟の一部

（詳細は管理運営計画書のとおり）

設置物件名：飲食店舗、物販店舗、ビール醸造施設、レンタサイク

ルスペース等（合計 1260.65ni)（詳細は別紙のとおり）

赤れんが倉庫内の間仕切り壁の設置、厨房設備、醸造機器の設置等

公園施設の管理の方法 公募対象公園施設管理運営計画書に基づき適切な管理を行う。

工事の実施の方法

工事の 着手 及び

完了の時 期

請負

令和 4年4月 1日 ～ 令和 5年3月31日

都市公園の復旧方法 原形復1日

そ の 他 設置場所において別紙一覧のとおり既存備品を借用したい

都市公園に公園施設を設置したいので、許可くださるよう申請します。

令和 4年 4月 1日

舞鶴市長 多々見良三様

住所舞鶴市字浜 1054番地 NTTビル舞鶴別館

氏名 株式会社 ウッディ ーハウス

代 表 取 締 役 志 摩 幹一郎

電話番号 0773-64-1331 
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赤れんが5号棟（赤れんがイベントホール） 傑品(1種）

区分 分類権目 指定管理 品名 数磁 慌考

1-1 机・台類

゜
カウンター内ワゴン セイコー／DWJ-0462LWW 2 

゜
折りたたみ宴会用テーブル セイコー／HF-18 10 

゜
紺立ステージ tイコー／No.484A 6 

゜
紐立ステージステッブ(I段） コク3/KFS-fNN 2 

゜
ステージ用スカートW1200 功ヨ／KFM-2 10 

゜
SGカウンターハイカウンり一 オhムう／4G25ZZMF23 1 

゜
SGカウンターハイカウンター オhムう／4G26ZZMF23 2 

゜
SGカウンターハイカウンター オカムう／4G29ZZMF23 3 I 

゜
SGカウンターハイ外コーナー オhKう／4G30RAMF23 2 

゜
SGカウンター車ltt子対応ローカウンター オカムう／4G48ZHMF23 I 

゜
SGカウンターハイエンドバネル オhムう／4G971PZ421 3 

o・ SGカウンター車椅子対応エンドバネル オhムう／4G976PZ421 ！ 

゜
SGカウンター中間バネル オカムう／4G977LZ975 1 

゜
平机 セイコー／CSA187HWW 2 

゜
折りたたみ机 W2200t0450tH700 6 

1-2 椅子類

゜
事務椅子 7イJ/OS-2205(FG2)RE 2 

゜
口ピーベンチ(R45) トキオ／LS-R45（ネイピ-) 2 

゜
口ピーベンチ(R45) トキオ／LS-R45（ネイピー） 4 

゜
口ピーベンチ(2席） トキオ／LS-2（ネイピー） 4 

゜
口ピーベンチ(2席） トキオ／LS-2（ネイピー） 8 

゜
スタッキングチェア アイコ／MC-183G(FG2)RE 252 256•252 

゜
ガーデンテープル・チェア クhショー／GSTY-43S4 7 

゜
ガーデンチェア IGF-C04 4 

1-3 棚・箱類

゜
中軽足棚（基本） オカムう／6H65LM 2 

゜
中軽鼠棚(I曾連） オhムラ／6H65MM 3 

゜
消火器BOX ユニオン／UFB-3S-270I 14 18...14 

゜
ワゴン セイコー／DWJ-0462LWW 2 

X ブロジェりターカート台 PJ-1 1 

1-6 室内用品・装節品類

゜
ポスターバネル(Bl) オhムう／L064BAP-B800 t 4•1 

゜
バネル用スタンド オhムう／L064BFP-B800 04•0 

゜
サインスタンド セイコー／SSB4W 4 

゜
カタ日グスタンド セイコー／CTS-f8N • 2 

゜
展ホバネル／布張り セイコー／PRK306（シIルビンク） 30 

゜
パネル用キャスター セイコー／PRT185C 60 

゜
バネル用フッり セイコー／9-JHD 100 120•100 

゜
パネル用ワイヤーハンガー セイコー／9-YH 113 120•1 13 

゜
バーテーションスタンド • セイコー／SU-660SS（レッド） 7 10..7 

゜
傘立て セイコー／AUS-13 6 

゜
傘立て セイコー／AUS-13 4 

X 200インチワイドスクリーン SMP-200HM-W1-WG 103 1 

X スクリーン取付部材ー式 ー式 1 
ー）

゜
テープルりロス TV/3302SR 113800 15 

゜
遮光カーテン Wl 350 X H3000 20 23•20 

゜
遮光カーテン W1350 X H̀1850 50 

゜
取付具材ー式 ー式 1 i 

゜
バーティションスタンド コりヨ GB-PS4（太） 8 

゜
バーティションローブ コりヨ'GB-PR5R（太） ． 6 

1-7 冷暖房・空調機器頚 ・o 大型ストープ（プルーヒーター） トヨトミKF-195 腟き台付 ． 4 

゜
石油ファンヒーター ・ トヨトミLC-53Q 8 

， 

゜
スポットりーラー ダイキン SUASSP28 1 

゜
扇民機 OPS-45S 1 5 

1-10 光学機器類 X ブロジェりター エプ＇）ン／ EB-1925W 1 . 

x ブロジェクター エプ＇）ン／ EB-6250W 2 

1-11 電気・通信器具類 X リモコンマイり 1 

X CDミュージッりブレーヤー 2 

X 照明操作卓 1 

X DMXワイヤレス送受信シスTム 1 

X 移動型閥光器 8 

X スポットライト 500、vlInゲンパーライト 32 

x スポットライト 575wハロゲン 8 

X 延長コード C型30Aブラグ—C型30Aコネクタ 2 

X 延長コード C型30Aブラグ-C型30Aコネりタ 4 

X 延長コード C型30Aブラリ-C型30Aコネりタ 1 

X 分岐コード C型20AブラグーC型20Aコネクタ 8 

X ブレーカー付変換ポッりス C型30Aブラグー平行15Aコンセント 6 

X 予憔霞球 2 1ー2

X 音柑ワゴン 1 

X スピーカー 2 1•2 
X マイり I 

X スポットライトー式 ー式 1 

X PLLグイ／1・シティワイヤレス受信機 WX-40408 1 

5号棟 1/2.



赤れんが5号棟（赤れんがイベントホール）

区分 分類種目 指定管理 品名 数磁 憔考

X PLLグイII・シティりイヤレスチコーナーユニット WX-D40000A 2 

X オーディオミキサー WR-XS3 1 

X スピーカーシステム WS-AT75-K 2 

x スピーカースタンド W2-SS2200 4 2•4 

X PLLりイヤレスマイク日フォン WX-41008 4 5•4 
X PLLクイピン形りイヤレスフォン WX-43008 2 1..2 

X ダイナミックマイクUフォン WM-D170SW-I< 2 1•2 

x 床上型マイクスタンド MS200 5 

X マイクロフォンスタンド WN-275 6 

X 機器取付材ー式 ー式 I 

X ライトアッブ照明器具 Panasonic NNY2432 I K スバイりなし 11 

X Panasonic NNY2432 I K スバイク付 42 

1 -13 厨房機器類

゜
業務用冷凍冷蔵庫 HRF-120LZT 1 

゜
戸棚 HC-96-C I 

゜
作業台 HWT-36B-C（特） I 

゜
作業台 HWT-76B-C（特） 1 

゜
作業台 HWT-126B-C（特） 1 

゜
バイブ棚 HPS-1230-C 1 

゜
コンロ架台 HL T-66BH-C(1寺） 1 

゜
卓上IHコン日 TJH-3NNI 2 

゜
移動台 HIT-96H-4F-A(1寺） 2 

゜
引出付調理台 HCT-1268-C（特） 1 

゜
平台 HBS-1830-C I 

゜
オープンレンジ NE-A264 1 

゜
オーブンレンジ NE-T154 I 

゜
製氷機 ホシザキIM-35M 1 

1-14 防災器具類

゜
消火器 ヤマト YP-10 ＇ 13 18•13 

1-17 機械・器具類

゜
スノーロータリー ＝菱MSR-810-SKM 1 

1-25 雑品類

゜
脚立 9尺 XIIM-270 1 

゜
スタッキングチェア用台車 7イコ／0-16 13 

゜
標炭パネル ユこオン／ST-72 18 

△ マーケットバラソル、ベース ACT-24W. ACTB-BW51 8 

゜
テント地 1 

゜
A型アルミ看板 面板加工2面ポリウェイト付 1 

X ブリッりハウス 1 

錨品(19璽） ．

‘
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舞鶴市指令第1516号

令和4年4月1日

住 所舞鶴市字浜1064番地 NTTビル視鶴別館

株式会社 ウッディーハウス

氏名 代表取締役志摩幹一郎様

心げ疇彎

舞鶴市長多々見良 ［ 言員

公園施設設置許可書

令和4年4月1日 付けで申請のあった 公園施設の設置
．下記の条件を付して許可します。

については、

1.名 称 舞鶴赤れんがパーク

舞鶴市字北吸地内
ヽ

2]所 在 地

3.内 容 赤れんがパーク 5号棟：・飲食店舗、物販店舗、ビ←ル醸造施設、レンタサイクル
スペース等 (1,260. 65対）及び赤れんが倉庫内の間仕切り壁の設置、厨房施設、

4.面積又は数址 'i260. 65 rd 

5.許可期間 令和4年4月1日 から 令和5年3月31日 まで

6.設 置 料 • 2,454,480円

7.許可条件

(1) 設置者は、許可物件を常に善良な管理者の注意をもって設置しなければならない。

(2) 設置者は、許可物件を設置目的以外の用に供し、又は第三者へ転貸してはならない。

(3) 設置者は、許可物件について修繕その他の行為をするときは、事前に書面により申請し、市
• 長の許可を得なければならない。

(4) 設置者は、許可物件の設置について移動があったときは、直ちに市に報告しなければならな
vヽ。

(5) 設置者は、設置期間を更新しようとするときは、許可期間満了事前一ヶ月までに書面で申請
し、市長の許可を受けなければならない。

(6) ・設置者は、許可物件の設置工事又はその設置について第三者に損害を与えても、市は一切そ
の責めを負わないものとする。

(7) 設置者が不可抗力により許可物件の設置について損失を受けても、市は一切その責めを負わ
ないものとする。

(8) 公園緑地内の施設や緑樹等を損傷しないように十分に注意し、設置後は跡地を盤理し、原状
に復して返還すること。

(9) 設置の際は、事故や苦情等が生じないよう十分に注意すること。止むを得ず発生した場合
は、設置者の責任において迅速かつ適切な処理を行うこと。

(10) 設置中に生じた不要物等については、分別収集を行い責任をもって処理すること。

(11) 次のいずれかに該当するときは、許可期間中であってもこの許可を取り消すことがある。こ
の場合において、設置者は直ちに許可物件を原状に回復した後、市に返還しなければならな
い。なお、これによって生じる設置者の損害を、市は一切負担しないものとする。

・許可を受けた者が、 この許可書に定める義務を履行しない場合。

哺市において許可物件を公用又は公共用に供する必要が生じた場合。
(12) 設置の際に行ったマーキング等は、設罹後速やかに消去すること。



決裁区分 課長専決

収 泣叉• 日 起 案 日 令和4年9月1日

決 裁 日 令和4年9月14日 施 行 日 令和4年9月14日

｀ 文督分類 18 -01 公 ．印

ファイル 名 行政財産使用許可 (Park-PFI).

公開区分 公開 非公開理 由

文害番号 保存年限，．永年

起・ 案 者 観光振興課 奥野雅史
内線 →1265

件
都市公園（舞鶴赤れんがパーク）施設設置及び管理許可について No.4 

名

課長 係長 主任 一般•その他

， 
観光振興課 観光振典課 観光振興課 観光振典課 、.

山内男怖 神村和郡 渋沢元気 堺谷翔太
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見出しの件につきまして、別紙のとおり公園施設の設置及び管理を許可してよろしいか。
ー・—●●←-- -- . - -- --

また、使用料については下記の額を賄求してよろしいか。併せてお伺いします。

主 I---- ------- --―-------------- I 

文 I ------ --- ------------- - ----

1. 申請者 株式会社 ウッディーハウス
• - - - . - ------ . .. --•-- -

代表取締役志摩幹一郎

2.場 所 ・舞鶴赤れんがパーク 3号棟の一部
1---'----------·—• ---- .. . --—·;__--• -- - --- ---

3:目的 赤れんがパーク官民連携型賑わい拠点創造事業の実施により

赤れんがパークの更なる魅力向上を図る
I - --・ •一 9 ----- ' --—• . --

4.設樅物件 シェアオフィス、オフィス、フリ ースペース (405ni)
- - - --- - - • --—·・

及び赤れんが倉庫内の間仕切り壁の設置等
·— --- -----• _-•一—--- - ~ ー· •一

5.許可期間 令和4年9月16日から 令 和5年3月31日まで
--- - • ----- ------- - .---
6.設置料 441,310円

し—• --- - ---• _ 

(405対X.l;868円／n-f・年X?/12月与441,310円 10円未濶切捨て）
1- --・ 一ー·-• -- ---- -- -- • - ---
7.その他

赤れんがパーク官民連携型賑わい拠点創出事業 公募設置等指針
-- .  - - - 囀 ---

(4) 公募対象公園施設の使用料の額の最低額
•一 •--- - --

・ 赤れんが倉庫3号棟 ．1,868円／m2・年以上（税込）
内 1 .-------------- ----—• -- ------------
容 l――-- ---- • ----- - - - - - ―・ | 

行政財産使用条例（使用料の計算方法）

(2) 年額をもって定める使用料については、使用期間が1年未滴の場合又はその期間に1年
l—ー ・ • - - •--- - - -——' 

未滴の端数期間が生じた場合は、月割をもって計算する。この場合において、その期間が
- -•一— --

1月末満のもの又はその期間に1月未満の端数期間が生じた場合は、当該端数を1月として計
----- -・  ----- - - -- - -—| 

．算する。

(5) 算定した徴収すべき使用料の額に10円未満の端数金額が生じた場合は、当該端数金額
ー．I を切り捨てる。ただし、 1件の使用料の額が100円未満であるものは、これを100円とする。

•一~し~ー·

1. •—---- -----..:. • ↓ ----------ー---̀—----------------—-•• 

• --•一•- - -.  -- --・一―- ----

I--- • —•—— —-- ---- --• - - - ー・9

トー- ― - 4 •一ー·- - •-—•--·- - --

1 - ・ーー・- - - --- - ·—--- ------- ----•------- • ―--



様式第2号（第 3条関係）

公園 施設設置許可申請書

設置の目的 I

設置の期 間

設罹の場所

公園施設の構造

公園施設の管理の方法

工事の実施の方法

工事の着手及び

完了の 時期

都市公園の復旧方法

その他

赤れんがパーク官民連携型賑わい拠点創出事業の実施により赤れ

んがパークの更なる魅力向上を図る

令和 4年9月16日 ～ 令和 14年 3月31日

赤れんがパーク 3号棟の一部 (405吋）

（詳細は別紙のとおり）

設置物件名：シェアオフィス、オフィス、フリースペース 405吋

（詳細は管理運営計画書のとおり）

赤れんが倉庫内の間仕切り壁の設置等

公募対象公園施設管理運営計画書に基づき適切な管理を行う

請負

令和 4年9月 16日 ～ 令和 5年 3月31日

原形復旧

設置場所に置いて別紙一覧のとおり既存備品を借用したい

都市公園に公園施設を設置したいので、許可くださるよう申請します。

令和 4年 9月 1日

舞鶴市長 多々見良三 ・様

住所舞鶴市字浜 1054番地 NTTビル舞鶴別館

氏名 株式会社 ウッディーハウス

代 表 取 締 役 志 摩 幹_:_郎

電話番号・ 0773-64-1331 



【別紙】設置の場所

3号棟 2F
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131.29吊

公募対象公園施設区域のうち、．令和 4年4月1日時点で使用していない面梢

43.5+ 113.0+4 l.0+44.5+27.2+ 135.8 = 405 irl 

※色が付いている部分が今回使用する部分となります。（指定管理部分は除く）

上記部分の対象面積の合計： 405nf 

令和 4年4月 1日から使用している面積は 958.48n{です。

令和4年9月 16日から上記に 405niを追加して使用します。
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よって、令和 4年 9月 16日より 3号棟全体の面積 1363.48rdを使用するものです。

I ) 



(3)公募対薔［公園施設等而蓋備iif画

• 3号棟整備計画（平面図）

3号棟 2F
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※ヒ°ンクの網掛け部分は公募対象公園施設の対象エリアとなります。

• 3号棟 (1階スーベニアショップ／2階コワーキング＋オフィス）
1階は、営業時間・休業日を調盤し、より利用しやすい環境を賂えたスーベニアショップにします。

1階南側に創出する空間を活用し、新たに物販を中心にしたテナント募集を実施します。

2階はコワーキングスペースや京都府立大学のサテライトオフィスなどとも連動し、新たな交流と
価値を創造するオフィスを誘致します。

• 3号棟詳細

住所：舞鶴市字北吸1039番地の12

構造：れんが造2階建て

面積： 1, 494.77nfの内、図の指定管理部分(13 1. 

1, 363.48rrlを対象とする。

2 9対）を除く



赤れIvが3号棟（まいづる智恵蔵） 偏品(1種）•••••• 
区分 分類種目 指定管理 品名 品番 数呈 俯考
1 -1 机・台類

゜
受付カウンター 1 

゜
ワークテーブルラウンド テネJJST-MTl80U1 2 

＇ 

゜
ワークテーブルラウンド テネ0 ST-MT99U1 3 

o. 角テーブル BT-252F1 ， 

゜
テーブル SD-MXZ LL1612L F11 1 

゜
デスク SD-MXZ 46EC3 F11 1 

゜
ワキデスり SD-MXC 44EK F11N 1 

x 展示台 800 X 800)(800+500 7りリル 1海軍展示
X 展ホ台 500 X 600 X 850+400カリル 3海軍展ホ
X テーブル KT-S31F1NN 13 5号へ移動

゜
バンフレット展示台 1800X 1800X400 3~文 I 

゜
パンフレット台 900 A4版用 3 

X 脚折会議ァープル（コクヨ） 13 

x ・ 長机（ひな展用） 10 5号へ移動
1-2 椅子類

゜
リフレッシュチェアー CK-M1800 40 

゜
セディスタ日ーバッ？肘なし CR-G420F5JPB6-V 2 

o・ 椅子（事務用） ジョインァッり 160-902 3 

゜
丸椅子 TOKIO M-24M 2 

1-3 棚・箱類

゜
Dシェルフウッド棚 YXZ-CAW 12134 2 

゜
ウッドストッカー YXZ-CWSAN 1233 2 

゜
りリーンロッカー 備品ロッカー CLK~45F1 1 

゜
NS収容システム 3枚引き違い戸 BWS-STHU58 Fl 1 

゜
NS収容システムガフス両開扉 BWS-SSGD58 Fl t 

゜
ノンポルト中呈ラッり MM-A06324F1N 1 

0 、ノンボルト中撻ラッり MM-A06354F1N 1 

゜
保管廊ー式 BWS-SHD516 Fl 3 

X ジオフマケース 1000 X 1000 X 800+500 Iクリル 1引揚・赤博
X 展示平ケース 1500 x 500 xaoo+ 150がうス 2弓1揚・赤博
X 展ホ平ケース 1500 X 600X 800+150がうス 5引揚・赤博
X 展ホケース 800 X 800 X 800 1弓l揚・赤博
X 展示平ケース 1 soo x aoo x aoo+200 7クリル 8引揚・赤博

゜
ハイカウンター基本タイブ NSB-569KS-9797 1 

゜
エンドバネルハイ右 NSA-069LB-97 1 

゜
Iンドバネルハイ左 NSA-069RB-97 t 

゜
収納庫引き戸タイブ NSA-549A-NE 1 

゜
アオリ戸日ー用 NSA-7Y-97 1 

゜
車椅子用対応カウンター NSB-287MS-9797 1 

゜
Iンドバネル車椅子右 NSA-087RE-97 1 

゜
エンドバネルハイ右 so NSA-109RB-97SO 1 

゜
ハイカウンター下段天板一休型 NBS-559FS-9797 1 

゜
連結フレームハイ用 NSP-9C 1 

゜
ハイカウンターコーナータイブ NSB-599ES-9797 1 

゜
ハイカウンター基本タイブ NSB-559KS-9797 1 

゜
エンドパネルハイ左 NSA-069LB-97 1 

゜
収納庫引き戸タイブ NSA-539A-NE 1 

1-4 事務用機器類

゜
コンテンツ作成PCー式 REXCEED-M300V液晶モニクー(2台）HDD 1 

1-6 室内用品・装飾品類

゜
結界一式 NT-KKB-100 1 

゜
筒状タイブ傘立て US-G40 1 

o ・ スモーキングスタンド SS-255 ステンレス I 

゜
パーティションスタンド GB-PS 2010 2 

゜
サインスタンド GB-S4NN 4 

X 片面黒板 BB-K634 W lNN 1 

゜
片面黒板（月予定表） BB-HC636 MW 1N 1 

X ポール（展ホバネル用） コりヨ SSPF-1 23 
ヽ

T型ベース（展ホバネル用） コりヨ SSPE-1X 20 
X コミューケーションポード 14 

1-10 光学槻器類 X DLP方式ブロジェクター TH-DW5000 1 

X 液晶ブロジェクター TH-L860NT I 

. X ビデオカメう HDR-HC7 1 



赤れんが3号棟（まいづる智恵蔵） 陪品(1種）...● ● 尋 - ・

区分 分類種目 指定管理 品名 品番 数最 偏考
1-11 霞気・通信器具類

゜
ウォッシャーライト ナショナル NHU31550PS1 18 

゜
LEDスポットライト 白色AC100NNY24005 2 

゜
LEDライン照明 白色AC100NNY21030 2 

゜
LEDスポットライト 電球色4NNY21030霞源ユニット共 22 ， 

x 65Vブラズマディスブレイー式
TH-65PF9RK 

1 
100/ 1 OOObasc-TX等

X 17インチ液晶モ―ターー式 クッチ／1・ネル映像制御槻器等 1 

X 26型液晶モニター TH-26LX65 I 
)( DVDレコーダ VHS付 DMR-EH75-S 1協会膳入
X 50Vブラズマディスブレイー式 クッチ/¥・ネル映像制御機器等 2 

X 映像配信サーバーー式 ． MEDIAEDGE-SVS P1700BK GS9 I 6S 1 

1-12 計測・試験分析椴器 X データ日ガー KK-TR-72U 1 

1-21 車両・船舶類 X 8D10型入換動車 1 

1-25 雑品類

゜
移動式踏台 SP-63 1 

゜
コミュニケーションボード専用台車 SSP-T1 1 

゜
手押車 TK-20 1 

X 150型張込スクリーン 16:09 1 

X ブロジェりターカート 1 

X . モバイルスりリーン 100型 1 

゜
台車 500 X 750 2 

゜
．脚立 ALINCO MA-240SE 2 

゜
Tーブル用台車 TKご 「100N 1 

゜
入ロフ日アーマット 3 
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可 書

令和4年9月1日 付けで申請のあった
下記の条件を付して許可します。

公園施設の設置 については、

名

所

内

.

.

.

 

1

2

3

 

称

地

容

4.面積又は数最

午
1
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ra 

在

可 期 間

舞鶴赤れんがパーク

舞鶴市 字北吸 地内

赤れんがバーク 3号棟 ：シェアオフィ（ス、オフィス、フリ ースベース (405nf)及
ぴ赤れんが倉庫内の間仕切り壁の設t置等 ・

405 nf 

令和4年9月16日 から 令和14年3月31日・ まで

6，設置料 441, 3 l.0 
756,540 

7. 許 ，可条件• 9 

'(1) 設置者は、許可物件を常に善良な管理者の注意をもって設置しなければならない。

(2) .設置者は、許可物件を設置目的以外の用に供し、又は第三者へ転貸してはならない。 ． 

(3) 設置者は、許可物件について修繕その他の行為をするときは、 ・事前に書面により申請し、市
長の許可を得なければならない。

(4) 設置者は、許可物件の設置について移動があったときは、直ちに市に報告しなければならな
vヽ。

(5) 設置者は、設置期間を更新しようとするときは、許可期間満了事前一ヶ月までに瞥面で申請
し、市長の許可を受けなければならない。

(6) 設置者は、許可物件の設置工事又はその設置について第三者に損害を与えても、市は一切そ
の責めを負わないものとする。 ＇ 

(7) 設置者が不可抗力により許可物件の設置について1員失を受けても、
ないものとする。

(8) 公園緑地内の施設や緑樹等を損傷しないように十分に注意し、設置後は跡地を整理し、原状
に復して返還すること。

(9) 設置の際は、事故や苦情等が生じないよう十分に注意すること。止むを得ず発生した場合
は、設置者の責任において迅速かつ適切な処理を行う こと。

(10) 設置中に生じた不要物等については、分別収集を行い責任をもって処理すること 0 .

(11) 次のいずれかに該当するときは、許可期間中であってもこの許可を取り消すことがある。こ
の場合において、＇設置者は直ちに許可物件を原状に回復した後、市に返還しなければならな
い。なお、これによって生じる設置者の損害を、市は一切負担しないものとする。

・許可を受けた者が、この許可魯に定める義務を服行しない場合。

•市において許可物件を公用又は公共用に供する必要が生じた場合。
(12) 設置の際に行ったマーキング等は、設置後速やかに消去すること。

‘
円

円

（令和4年度）
（令和5年度以降）

市は一切その責めを負わ



舞鶴市指令第3481号

令和4年9月14日

住

氏

所 ：｝閉鶴市字浜1064番ll!.! N1"I'ビ／l併細ll俯

名
．

株式会1I: ウッディーハウス

代表取締役 志阻 幹一郎

公 園 佑
也

+"” 
几
又

―-l-P 
置 書

＇ 令和4年9月1日 付けで申請(})あった
下記の条件を付して許可します。

公園施設(})股樅 については、

名

所

内

.

.

.

 

1

2

3

 

在

称

地 ・

容

4.而積又は数批

5.許

6.設

7.許

可

＂／ーしru. 

可

期 間

~GI· 

条件

様

舞鶴赤れんがパーク

舞鶴市

令和4年9月16日

44l, 310 
756,540 

可
耳

几
又

―
-
百

-n

から

舞鶴市長多J.r見

午
1
1
1
1

::c 
可

宇北吸地内 ． 

赤れんがパーク3号棟：シェアオフィス、オフィス、
ぴ赤れんが店li旧内の間仕切り腔の設樅等

105 nf 

令和14年3月31日

（令和4年度）
（令和5年庶以降）

フリースベース

まで

I'9 9 9 1 ̀. : : : I. • ; 1 : ; 1 
．，・ ・ヽl、-̀• j 5 ▲ 1, 

良 手 ，`， ．． ・...,!;¥)¥:,、.1 
i r, t, 1: l } 1 : 、‘i
! t !.., 1 

(405nf)及

(1) 股骰者は、許可物件を常に善良な管理者の注意をもつて設槌しなければならない。

(2) 設個者は、許可物件を設樅・目的以外の用に供し、又は第三者へ転貸してはならない。

(3) 設個者は、許可物件について修繕その他の行為をするときは、事前に歯而により申請し、市
長の許可を得なければならない。 ・

(4) 設骰者は、許可物件の設樅について移動があったときは、直ちに市にt•R告しなければならな
vヽ。

(5) 設憐者は、設置期間を更新しようとするときは、許可期間濶了事前....:.ーグ• 月 までに書面で申請
し、市長の許可を受けなければならない。

(6) 設置者は、許可物件の設梱工事又はその設骰について第三者に損害を与えても、市は一切そ
の賀めを負わないものとする。 ．

(7) 設置者が不可抗力により許可物件の設樅について損失を受けても、
ないものとする。

(8) 公園緑地内の施設や緑樹締を損傷しないように十分に注意し、設置後は跡地を腺理し、原状
に復して返還すること。

(9) 設置の1際は、事故や苦情等が生じないよう十分に注意すること。止むを得ず発生した場合
は、設置者の責任において迅速かつ適切な処理を行うこと。

(10) 設樅中に生じた不要物等については、分別収集を行い責任をもって処理すること。

(11) 次のいずれかに該当するときは、許可期間中であってもこの許可を取り消すことがある。こ
の場合において、設協者は直ちに許可物件を原状に回復した後、市に返速しなければならな
い。なお、 これによって生じる設慨者の損害を、市は一切負担しないものとする。

市は一切その責めを負わ

・許可を受けた者が、この許可菌に定める義務を）履行しない場合。

•市において許可物件を公用又は公共用に供する必要が生じた場合。
(12) 設脱の際に行ったマーキング等は、設骰後速やかに消去すること。



「
決裁区分 課長専決

収 又乎 日 起 案 日 令和4年10月26日

決 裁 H 施 行 日

文書 分類 18 -01 

ファイル名 行政財産使用許可

公 開 区分 公開 非公開理由

文書 番号 舞産 観 第 34号
トー 公 印

保存 年限 5年
→ • 

赳 案 者 観光振興課 奥野雅史
内線 1265. 
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山内 勇楠 神村和郎 渋沢元気 堺谷翔太
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住 所舞鶴市字浜1054番地 NT'I‘ビル舞鶴別餓

株式会社 ウッディーハウス

氏名 代表取締役志靡幹一郎 様

舞鶴市指令第 号

令和年月日 ．

舞 鶴市長多々見良三

公園施設設置管理許可書

令和4年10月17日 付けで申請のあった公園施設の設置管理については、
下記の条件を付して許可します。

1.名 称 舞鶴赤れんがパーク

2.所 在 地 舞鶴市字北吸地内

3.内 容 舞鶴赤れんがバーク5号棟改修工事（空調室外機設置、配管設置）

4.施設の構造 空調斃備、醸造実賂備

5.許可期間 令和4年11月1日 から 令和14年3月31日 まで

6.設 置 料 56,230円 （令和4年度）
134,970円 （令和5年度以降）

7.許可条件

(1) 設置者は、許可物件を常に善良な管理者の注意をもって設置管理しなければならない。

(2) 設置者は、許可物件を設置目的以外の用に供し、又は第三者へ転貸してはならない。

(3) 設置者は、許可物件について修繕その他の行為をするときは、事前に書面により申請し、市長
の許可を得なければならない。

(4) 設置者は、許可物件の設置について移動があったときは、直ちに市に報告しなければならな
.I,,ヽ。

(5) 設置者は、設慨期間を更新しようとするときは、許可期間滴了事前一ヶ月までに書面で申請
し、市長の許可を受けなければならない。 ・

(6) 設置者は、許可物件の設置工事又はその設置について第三者に損害を与えても、市は一切その
責めを負わないものとする。

(7) 設置者が不可抗力により許可物件の設置について損失を受けても、市は一切その責めを負わな
いものとする。

(8) 公園緑地内の施設や緑樹等を損傷しないように十分に注意し、設置後は跡地を盤理し、原状に
復して返還すること。

(9) 設置の際は、事故や苦情等が生じないよう十分に注意すること。止むを得ず発生した場合は、
設置者の責任において迅速かつ適切な処理を行うこと。

(10) 設置中に生じた不要物等については、分別収集を行い責任をもって処理すること。

(11) 次のいずれかに該当するときは、許可期間中であってもこの許可を取り消すことがある。この
場合において、設置者は直ちに許可物件を原状に回復した後、市に返遠しなければならない。な
お、これによって生じる設置者の損害を、市は一切負担しないものとする。

・許可を受けた者が、この許可書に定める義務を履行しない場合。

・市において許可物件を公用又は公共用に供する必要が生じた場合。



公園施設設置管理許可申請書

設 置管理の目的 舞鶴赤れんがパーク5号棟改修工事

設 置管理の期問 令和 4年 11月 1日 ～ 令和 14年3月31日

設置管理の場所 舞鶴市字北吸地内（舞鶴赤れんがパーク）

公軋ii施設の構造 空調整備、醸造室賂備

公園施設の管理の方法 公募設置等計画のとおり

別紙、総合施工計画書のとおり工事の実施 の方法

工事の着 手 及 び

完了の時期
工事着手：令和4年 11月218 完了：令和 5年5月31日

都市公園の復旧方法 原形復旧

都市公園に公園施設を設置管理したいので、許可くださるよう申請します。

令和 4年 10月 1t1日

舞鶴市長 多 々 見 良三 様

住所舞鶴市字浜 1054 NTTビル舞鶴別館

氏名 株式会社ウッディーハウス

代表取締役志靡幹一郎

電話番号 0773-64-1331 
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(3)公募対象公園施設等の整備計画

。5号棟整備計画（平面図）

※ピンクの網掛け部分は公募対象公園施設の対象エリアとなります。
I ; • 
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ヽ

• 5号棟（レンタルスペース／クラフトビールの提
供／Eバイク拠点など）

貸館施設としての機能を維持するとともに、 1階に全而空調

を入れ、夏・冬も利用しやすい環境を提供します。
5号棟カフェは、機能を拡充し、クラフトビー）レの醸造所を

設置する予定です。
5号棟カフェに連なる1階北側の空間（フリ ースペース）を活

用し、新たな物販テナントの募集も実施する予定です。

また、赤れんがパークヘの来餓者が街中や自然あふれる観
光拠点へ巡っていただけるよう、街中との連携拠点として、 E
バイクステーションを設置します。
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住所：舞鶴市字北吸1039番地の1

構造 ：れんが造2階建て
面積： 2, 521. 3nfの内 1階部分の全て

1, 260.65対を対象とします。

室外機： 28.74nf
配管等： 49.37nf
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住 所舞鶴市字浜1054番地 NT1‘ヒ‘、)レ舞節別館

• 株式会社 ウッディーハウス

氏名 代表取締役志摩幹一郎様

舞鶴市指令第 3903号

令和4年10月31日

抑鶴市長多々見良

公園施設設置管理許可書

令和4年10月17日 付けで申請のあった公園施設の設置管理については、

1.名

2.所．

下記の条件を付して許可します。

称

在 地

舞鶴赤れんがパーク

舞鶴市字北吸地内

3.内 容

4．施設の構造

舞鶴赤れんがバーク5号棟改修に伴う空調室外機設骰・配管敷設

空調設備・管

5.許可期間

6.設 置 料

7.許 可条件

令和4年11月1日

56,230円
134,970円

から 令和14年3月31日 まで

（令和4年度）・
（令和5年度以降）

(1) 設置者は、許可物件を常に善良な管理者の注意をもって設置管理しなければならない。

(2) 設置者は、許可物件を設置目的以外の用に供し、又は第三者へ転貸してはならない。

(3) 設置者は、許可物件について修繕その他の行為をするときは、事前に害面により巾請し、市
長の許可を得なければならない。

(4) 設置者は、許可物件の設置について移動があったときは、直ちに市に報告しなければならな
い。

(5) 設置者は、設慨期間を更新しようとするときは、許可期間満了事前一ヶ月までに書而で申請
し、市長の許可を受けなければならない。

(6) 設置者は、許可物件の設置工事又はその設箆について第三者に損害を与えても、市は一切そ
の責めを負わないものとする。

(7) 設置者が不可抗力により許可物件の設置について損失を受けても、市は一切その責めを負わ
ないものとする。

(8) 公園緑地内の施設や緑樹等を損傷しないように十分に注意し、設置後は跡地を挫理し、原状
に復して返環すること。

(9) 設置の際は、事故や苦情等が生じないよう十分に注意すること。止むを得ず発生した場合
は、設骰者の責任において迅速かつ適切な処理を行うこと。

(10) 設置中に生じた不要物等については、分別収集を行い責任をもって処理すること。

(11) 次のいずれかに該当するときは、許可期間中であってもこの許可を取り消すことがある。こ
の楊合において、設置者は直ちに許可物件を原状に回復した後、市に返還しなければならな
い。なお、これによって生じる設置者の損害を、市は一切負担しないものとする。

・許可を受けた者が、この許可害に定める義務を履行しない場合。 ・

•市において許可物件を公用又は公共用に供する必要が生じた場合。
(12) 設慨の際に行ったマーキング等は、設置後速やかに消去すること。
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決 裁 区分 課長専決

収 戸又 日 起 案 日 令和4年12月21日
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文書分類 18 -01 

ファイル名 行政財産使用許可 ．
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件
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見出しの件につきまして、別紙のとおり公園施設設置管理を許可してよろしいか。 ＇ 

主 ， 

文

ヽ

1.申請者 株式会社 ウッディーハウス

代表取締役志庫幹一郎

2.場 所 舞鶴赤れんがパーク 公園区域（屋外）

3.目 的 舞鶴赤れんがパーク2• 3号棟間テラス照備工事

4.設置物件 木製デッキ賂備、パーゴラ脆備

5.管理方法 公募施設等計画のとおり

5.設置期間 令和5年1月10日 から令和14年3月31日 まで

6.設置料 令和4年度： 60,480円 (1,728円／1rl・年x140m双 3/12年）

～令和5年度以降： 241,920円 (1,728円／対・年X140ni) 

7. その他

公園区域（屋外）を活用して公募対象公園施設を新設する場合の設置料は、年額で定められていま

す。令和4年度については年度途中での設置管理となるため、舞鶴市行政財産使用条例の備考2使用

料の計算方法を準用し、月割にて計算するものです。

内
舞鶴市行政財産使用料条例備考

容
2 使用料の計算方法

(2) 年額をもって定める使用料については、使用期間が1年未満の場合又はその期間に1年未満の

端数期間が生じた場合は、月割をもって計算する。この場合において、その期間が1月未満のもの

又はその期間に1月末満の端数期間が生じた場合は、当該端数を1月として計算する。

. (5) 算定した徴収すべき使用料の額に10円未満の端数金額が生じた場合は、当該端数金額を切り

捨てる。ただし、 1件の使用料の額が100円未満であるものは、これを100円とする。

―、

｀ 



公 園施設設置管理許可申請書

設 置管理の目的 舞鶴赤れんがバーク 2・3号棟間テラス整備工事

設置管理の期間 令和 5年 1月 10日 ～ 令和 14年 3月31日

設置 管 理の場所 舞鶴市字北吸地内（舞鶴赤れんがバーク）

公園施設の構造 木製デッキ整備、パーゴラ整備

公園施設の管理の方法 公募設置等計画のとおり

別紙、施工計画書のとおり工事の実施の方法

工事の着手及び

完了の時期
工事着手：令和 5年 1月 10日 完了：令和 5年 2月28日

都市公園の復旧方法 原形復旧

都市公園に公園施設を設置管理したいので、許可くださるよう申請します。

令和 4年 12月14日

舞鶴市長 多々 見良三 様

住 所 舞 鶴 市字浜 1054 NTTビル舞鶴別館

氏名 株式会社ウッディーハウス

代表取締役 志摩幹一郎

電話番号 0773-64-1331 



赤れんがパーク官民連携型賑わい拠点創出事業

公募設置等変更計画

当初 ）令和4年4月1日

第 1回変更 ）令和4年10月31日

株式会社ウッディーハウス
代表取締役志摩幹一郎



• 2号棟と3号棟間のテラス整備計画（平面図）

詳細

整備内容
2号棟と 3号棟の間に屋根を設けるとともに、ウッドデッキを盤備する。
構造は鉄骨一部木造とする。
占有面積は14 0m2です。



•海側芝生広場整備計画（平面図）
レストラン（建物）を整備します。

芝生広場のレストラン（建物）の詳細

延床面積： 10 0 ni 



（イ）個別計画

①公募対象公園施設の管理運営計画

4号棟1階、 5号棟1階は、貸館機能を継続いたします。貸館の内容にこだわり、 ．

かつ予約の利便性も追求し、多くの人、企業が利用しやすい貸館へと進化をさせます。
特に 5号棟1階には課題になっていた空調設備を導入することで年間利用が可能な

場所へ変貌いたします。
3号棟 1階は、観光戦略拠点として、海の京都の土産品物販を継続します。 2階は

弊社のネット事業部の一部を移転し、市内業者と連携できるシェアオフィスの運営を
行います。

4号棟2階はアー トのコミュニティスペースとして展開し、クリ エイターのため

の創作、発信、交流の拠点として新たな価値を創造します。作品創作・展示・

販売、情報発信、ワークショップ、デジタル機器レンタル、教育まで、一貫した

管理体制を整えた場所になります。
各棟の備品は、使用備品一覧表のとおり活用し、利用者の利便性の向上に努めます。
特定公園施設周辺には飲食ブースを新設し、新たな舞鶴の新鮮な食材を存分に提供

できる空間を演出いたします。またイベント時に多数の事業者がキッチンカー等で出
店できるように電気配線の工事を行い 5号棟横でも展開できるようにしたします。



舞鶴市指令第 4660号

令和4年12月28日

住 所舞鶴市字涙1064番地 NTTビル耕鶴別館

株式会社 ウッディーハウ文

氏名 代 表 取締役志邸幹一郎 様

』ii : } {しi(fli': il I厄·.~'.:紅•! -i :. i i 

舞鶴市長多々見 ＇ 良 二‘•I.!! l9、―
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公園施設設置管理許可 ・書

令和4年12月14f.l 付けで申請のあった 公園施設の設置管埋 については、
下記の条件を付して許可します。

1.名 称 舞鶴赤れんがパーク

2.所 在 地 舞鶴市字北吸地内

3.内 容 舞鶴赤れんがパーク2・3号棟間テラス脆備工事

4.施設の構造 木製デッキ賂備、パーゴラ脆備

5.許可期間 令和5年1月10日 から 令和14年3月31日 まで

6.設 置 料 60,480円 （令和4年度）
241,920円 （令和5年度以降）

7.許可条件

(1) 設置者は、許可物件を常に善良な管理者の注意をもって設置管理しなければならない。

(2) 設置者は、許可物件を設置目的以外の用に供し、又は第三者へ転貸してはならない。

(3) 設個者は、許可物件について修繕その他の行為をするときは、事前に書面により申諸し、市
• •長の許可を得なければならない。

(4) 設置者は、許可物件の設置について移動があったときは、直ちに市に報告しなければならな

"‘。
(5) 設置者は、設置期間を更新しようとするときは、許可期間満了事前一ヶ月までに書面で申請

し、市長の許可を受けなければならない。

(6) 設置者は、許可物件の設置工事又はその設骰について第三者に損害を与えても、市は一切そ
の責めを負わないものとする。

(7) 設僅者が不可抗力により許可物件の設置について損失を受けても、市は一切その責めを負わ
ないものとする。

(8) 公圃緑地内の施設や緑樹等を損傷しないように十分に注意し、設置後は跡地を整理し、原状
に復して返還すること。

(9) 設置の際は、事故や苦情等が生じないよう十分に注意すること。止むを得ず発生した場合
は、設置者の責任において迅速かつ適切な処理を行うこと。

(10) 設器中に生じた不要物等については、分別収集を行い責任をもって処理すること。

(ll) 次のいずれかに該当するときは、許可期間中であってもこの許可を取り消すことがある。こ
の場合において、設岡者は匝ちに許可物件を原状に回復した後、市に返還しなければならな
い。なお、これによって生じる設置者の損害を、市は一切負担しないものとする。

・許可を受けた者が、この許可書に定める義務を履行しない場合。

・市において許可物件を公用又は公共用に供する必要が生じた場合。
(12) 設置の際に行ったマーキング等は、設置後速やかに消去すること。
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決裁区分 課長専決

収 ” 又 日 起 案 日 令和4年12月21日

決 裁 13 施 行 • 日

文書分類
ヽ

18―-01 

フ ァイル名 行政財産使用許可
ヽ

公開区分 一部非公開 非公開理由 法人情報

文 書 番 号 ｀ 
公 印

保存 年限 5年

起 案 者 観光振興課 奥野雅史
内線 1265 

件
都市公園（舞鶴赤れんがパーク）施設設置管理許可について No.4 

名

課長 係長 主任

： 堺 よ谷翔太

観光振典課 観光振興課 観光振興課

山内勇舗 神村和坪 渋沢 元気
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見出しの件につきまして、別紙のとおり公園施設設慨管理を許可してよろしいか。

主

文

1.申請者 株式会社 ウッディーハウス

代 表 取 締 役 志 摩幹一郎

2.場 所 舞鶴赤れんがパーク 公園区域（屋外）

3.目 的 舞鶴赤れんがパー．ク、海側芝生広場盤備工事

｀ 4.設置物件 レストラン（木造平屋建）賂備． ． 
' 

5. 管理方法 公募施設等計画のとおり

5.設置期間 令和5年1月23日 から令和14年3月31日 まで

6.設．置料 令和4年度： 43,200円 (1,728円／m 1・年Xl001tl X 3/12年）

令和5年度以降： 172,800円 (I,728円／m 2・年XlOO吋）

7.その他

公園区城（屋外）を活用して公募対象公園施設を新設する場合の設置料は、年額で定められていま

す。令和4年度については年度途中での設置管理となるため、舞鶴市行政財産使用条例の備考2使用

料の計算方法を準用し、月割にて計算するものです。

内

容
舞鶴市行政財産使用料条例備考

2 使用料の計籐方法
.. 

(2) 年額をもって定める使用料については、使用期間が1年未満の場合又はその期間に1年未満の

端数期間が生じた場合は、月割をもって計算する。この場合において、その期間が1月未満のもの

又はその期間に1月未満の端数期間が生じた場合は、当該端数を1月として計算する。

(5) 算定した徴収すべき使用料の額に10円未満の端数金額が生じた場合は、当該端数金額を切り

捨てる。ただし、 1件の使用料の額が100円未満であるものは、これを100円とする。

．． 

＇ 

・~

＇ 



公園施設設置管理許可申 書主
目

1
-
1
1
n
 

設 置管理の目的 舞鶴赤れんがパークi毎側芝生広場整備工事

設置管 理の期間 令和 5年 1月23日 ～ 令和 14年3月 31日

設置管理の場所 舞鶴市字北吸地内（舞鶴赤れんがパーク）

公園施設の構造 レス トラン（木造平屋建）整備

公園施設の管理の方法 '公募設罹等計画のとおり

工事の実施の方法

工事の着手及び

完了の 口時期

別紙、総合施工計画書のとおり

工事着手：令和 5年1月23日 完了：令和 5年 4月 29日

都市公園の復旧方法 原形復旧

都市公園に公園施設を設置管理したいので、許可くださるよう申請します。

令和 4年 12月 14日

舞鶴市長 多々見良三様

住所舞鶴市字浜 1054 NTTビル舞鶴別館

氏名 株式会社ウッディーハウス

代表取締役志摩幹一郎

篭話番号 0773-64-1331 



赤れんがパーク官民連携型賑わい拠点創出事業

公募設置等変更計画

当初 ）令和4年4月1日

第 1回変更 ）令和4年10月31日

株式会社ウッディーハウス
代表取締役志摩幹一郎



• 2号棟と3号棟間のテラス整備計画（平面図）

詳細

竪備内容
2号棟と 3号棟の間に屋根を設けるとともに、ウッドデッキを撒備する。

‘構造は鉄骨一部木造とする。
占有面積は 14 0吋です。

8
 



(3ぷ，公募対象公園施設等の整備計画

•海側芝生広場整備計画（平面図）
レストラン（建物）を整備します。
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芝生広場のレストラン（建物）の詳細

延床面積： lOOrri



（イ）個別計画

①公募対象公園施設の管理運営計画

4号棟1階、 5号棟1階は、貸館機能を継続いたします。貸館の内容にこだわり、
かつ予約の利便性も追求し、多くの人、企業が利用しやすい貸館へと進化をさせます。
特に 5号棟1階には課題になっていた空調設備を導入することで年間利用が可能な

場所へ変貌いたします。
3号棟1階は、観光戦略拠点として、海の京都の土産品物販を継続します。 2階は

弊社のネット事業部の一部を移転し、市内業者と連携できるシェアオフィスの運営を

行います。
4号棟2階はアー トのコミュニティスペースとして展開し、クリエイターのため

の創作、発信、交流の拠点として新たな価値を創造します。作品創作・展示 ・

販売、情報発信、ワークショップ、デジタル機器レンタル、教育まで、一貫した

管理体制を整えた場所になります。
各棟の備品は、使用備品一覧表のとおり活用し、利用者の利便性の向上に努めます。
特定公園施設周辺には飲食ブースを新設し、新たな舞鶴の新鮮な食材を存分に提供

できる空間を演出いたします。またイベント時に多数の事業者がキッチンカー等で出
店できるように電気配線の工事を行い 5号棟横でも展開できるようにしたします。

．ヽ



舞鶴市指令第 4661号

令和4年12月28日．

住 所抑蝕市字浜1054番地 NT1` ビル舞鶴別館

株式会社 ウッディーハウス

氏名 代表取締役志廂幹一郎様
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 設施園公

令和4年12月14日 付けで申請のあった公園施設の設置管理については、
下記の条件を付して許可します。

1.名 称 舞鶴赤れんがパーク

2.所 在 地 舞鶴市字北吸地内

3.内 容 絣鶴赤れんがパーク悔側芝生広場賂備一丁事

4.施 設 の 構 造 レストラン（木造平屋建）賠備

5.許可期間 令和5年1月23日 から 令和14年3月31日 まで

6.設 置 料 43,200円 （令和4年度）
172,800円 （令和5年度以降）

7.許可条件

(I) 設置者は、許可物件を常に善良な管理者の注意をもって設陸管理しなければならないU

(2) 設置者は、許可物件を設置目的以外の用に供し、又は第三者へ転貸してはならない。

(3) 設慌者は、許可物件について修繕その他の行為をするときは、事前に書面により申請し、市
長の許可を得なければならない。

(4) 設置者は、許可物件の設置について移動があったときは、直ちに市に報告しなければならな
しヽ。

(5) 設置者は、設置期間を更新しようとするときは、許可期間濶了事前一ヶ月までに書面で申請
し、市長の許可を受けなければならない。

(6) 設置者は、許可物件の設置工事又はその設置について第三者に損害を与えても、市は一切そ
の責めを負わないものとする。

(7) 設置者が不可抗力により許可物件の設置について損失を受けても、市は一切その責めを負わ
ないものとする。

(8) 公園緑地内の施設や緑樹等を損傷しないように十分に注意し、設置後は跡地を整理し、原状
に復して返還すること。

(9) 設置の際は、事故や苦情等が生じないよう十分に注意すること。止むを得ず発生した場合
は、設置者の責任において迅速かつ適切な処理を行うこと。

(10) 設置中に生じた不要物等については、分別収集を行い責任をも？て処理すること。

(11) 次のいずれかに該当するときは、許可期間中であってもこの許可を取り消すことがある。こ
の場合において、設置者は直ちに許可物件を原状に回復した後、市に返遠しなければならな
い。なお、 これによって生じる設置者の損害を、 市は一切負担しないものとする。

・許可を受けた者が、この許可害に定める義務を履行しない場合。

．．市において許可物件を公用又は公共用に供する必要が生じた場合。
(12) 設置の際に行ったマーキング等は、設置後速やかに消去すること。



決裁区分 課長専決

収 戸又， 日 起 案 日 令和5年4月1日

決 裁 日 K 5. 4 _I 施 行 日 ドク'-f -・I 

．． 

文 書分類 18 -01 公 印

フ ァイル名 行政財産使用許可 (Park-PFI) 

公開区分 公開 ．． 非公開理由

文瞥番号 保存年限 永年

起 案 者 観光振興課 奥野雅史 霧 内線 1265 

件
都市公園（舞鶴赤れんがパーク）施設設置管理許可について No.5 

名

課長 係長 主任 係員
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見出しの件につきまして、別紙のとおり公園施設設置管理を許可してよろしいか。

主 ，ー・..••一•....-- -------• •-----......--------·9•一•••一••••••←•,..---·,...............一.........—••••一•一·-••一•←•一•.....—••••••••一••~•••一l
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1.申請者 株式会社 ウッディーハウス
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9 代 表取締役志摩幹一郎
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2. 場 所 舞鶴赤れんがパーク公園区域（屋外）
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3.目 的 舞鶴赤れんがパーク涌側芝生広場整備工事（追加分）

4.設泄物件 レス トラ ン（木造平屋建） 当初I001tl、追加44.3811i 
・・・・・・・・-・・・・・・・・・・・・・-・-・・・・・・-・・・ ーー··ー• ・- -• - ..... ...._.... -

5.管理方法 公募施設等計画のとおり
•ー ・・— •-... . - . ▼9 •• • 

5.設岡期間 令和5年4月4日から令和14年3月31日まで

6.設 罹料 令和5年度： 76,680円 (l,728円／吋・年X44.38吋X12/12年） ＆締 蒻ゎ
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l - - - ----—貪四呼度叫色竺竺互り0円—←l，竺叫但．：豆り．． →呵叫 ”．．＂ → ＂•ーヨ→- .i::J 2.98 5lり()月が

i 7. その他 • 
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公園区域（屋外）を活用して公募対象公園施設を新設する場合の設置料は年額で定められています
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。舞鶴市行政財産使用条例の備考2使用料の計箆方法を準用し設置料を計算するものです5
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舞鶴市行政財産使用料条例備考
内 l-....—•••• --- ------------...  :... ______:._.―”....--- ---•一•••一....—••••-•一•••

2 使用料の計算方法
容 1-••一•一•,...~••――•••--•一·ー••-------·・．—-一••---•••••-•• •_...._........—•••••••— •.....-•一•••••••一•--···-····-··—·········-·-··--······-···········--------―••ー·-·..-..........—•I

(2) 年額をもって定める使用料については、使用期間が1年未満の場合又はその期間に1年未漑の

端数期間が生じた場合は、月割をもって計算する。この場合において、その期間がl月未滴のもの
·-····••• ．ヽ．．-··-···----···--· ．----・・・・-・ •一••o.....藝...- • •••••• •• • 0•• • .9-•• •oo.... .-•••- ·---- ・r .—··争・ .......•-·-··---·- ··········-·-····.-···-·--

又はその期間に1月未滴の端数期間が生じた場合は、当該端数を1月として計算する。

(5) 算定した徴収すべき使用料の額に10円未満の端数金額が生じた場合は、当該端数金額を切り

捨てる。ただし、 1件の使用料の額が100円未満であるものは、 これを100円とする。
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舞鶴市指令第 号

令和年月日

住 所舞鶴市字浜105,1番地 NI'‘l'ピ）レ舞鶴別館

株式会社 ウッディーハウス

氏名 代 表取締役志靡幹一郎様

舞鶴市長 ，
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公園施設設置管理許可書

令和5年4月1日 付けで申請のあった公園施設の設置管理については、
下記の条件を付して許可します。

1.名 称 舞鶴赤れんがパーク

2:所 在 地 舞鶴市字北吸地内

3.内 容 舞鶴赤れんがパーク海側芝生広場脆備工事（追加分）

4.施設の構造 レストラン（木造平屋建） 当初lOOni、追加14.38ni 

5.許可期間 令和5年4月4日 から 令和14年3月31日 まで

6.設 平皿 料 76,680円 （令和5年度）
76,680円 （令和6年度以降）

7.許可条件

(1) 設置者は、許可物件を常に善良な管理者の注意をもって設置管理しなければならない。

(2) 設置者は、許可物件を設置目的以外の用に供し、又は第三者へ転貸してはならない。

(3) 設置者は、許可物件につ、いて修繕その他の行為をするときは、事前に費面により申請し、市
長の許可を得なければならない。

(4) 

(5) 

設置者は、許可物件の設置について移動があったときは、直ちに市に報告しなければならな
しヽ。

設置者は、設置期間を更新しようとするときは、許可期間満了事前一ヶ月までに魯面で申請
し、市長の許可を受けなければならない。

・（6) 設置者は、許可物件の設置工事又はその設置について第三者に損害を与えても、市は一切そ
の責めを負わないものとする。

(7) 設置者が不可抗力により許可物件の設置について損失を受けても、市は一切その責めを負わ
ないものとする。

(8) 公園緑地内の施設や緑樹等を損傷しないように十分に注意し、設置後は跡地を賠理し、原状
に復して返還すること。

(9) 設置の際は、事故や苦情等が生じないよう十分に注意すること。止むを得ず発生した場合
は、設置者の責任において迅速かつ適切な処理を行うこと。

.(10) 設置中に生じた不要物等については、分別収集を行い責任をもって処理すること。

(11) 次のいずれかに該当するときは、許可期間中であってもこの許可を取り消すことがある。こ
の場合において、設置者は直ちに許可物件を原状に回復した後、市に返遠しなければならな
い。なお、これによって生じる設置者の損害を、市は一切負担しないものとする。

・許可を受けた者が、この許可書に定める義務を屈行しない場合。

・市において許可物件を公用又は公共用に供する必要が生じた場合。
(12) 設置の際に行ったマーキング等は、設置後速やかに消去すること。



公園施設設置管理許可申請書

設置管理 の 目 的

設置管 理 の 期 間

設 置 管 理の場所

公園施 設 の 構 造

公園施設の管理の方法

工事の実施の方法

工事の 着 手 及 び

完了の時期

都市公園の復旧方法

舞鶴赤れんがバーク海側芝生広場脆備工事（追加分）

令和 5年 4月4日 ～ 令和 14年 3月31日

舞鶴市字北吸地内（舞鶴赤れんがパーク）

レストラン（木造平屋建） 当初 100国、追加 44.38rd 

公募設置等計画のとおり

別紙、総合施工計画書のとおり

工事着手：令和 5年 1月23日 完了：令和 5年 6月 26日

原形復旧

都市公園に公園施設を設置管理したいので、許可くださるよう申請します。

令和 5年4月 1日

舞鶴市長 鴨田秋津様

住所 舞鶴市字浜 1054 NTTビル舞鶴別館

氏名 株式会社ウッディーハウス

代表取締役志摩幹一郎

電話番号 0773-64-1331 



赤れんがパーク官民連携型賑わい拠点創出事業

・公募設置等変更計画

当初 ）令和4年4月1日

第 1回変更 ）令和4年10月31日

株式会社ウッディーハウス
代表取締役志摩幹一郎
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• 2号棟と3号棟間のテラス整備計画（平面図）

詳細

整備内容
2号棟と 3号棟の間に屋根を設けるとともに、ウッドデッキを賂備する。
構造は鉄骨一部木造とする。
占有面積は14 0吋です。

心



(3 

•海側芝生広場整備計画（平面図）
レストラン（建物）を整備します。

芝生広場のレストラン（建物）の詳細

延床面積： 10 0 nf 



①公募対象公園施設の管理運営計画

4号棟1階、 5号棟1階は、貸館機能を継続いたします。貸館の内容にこだわり、

かつ予約の利便性も追求し、多くの人、企業が利用しやすい貸館へと進化をさせます。
特に 5号棟1階には課題になっていた空調設備を導入することで年間利用が可能な

場所へ変貌いたします。
3号棟1階は、観光戦略拠点として、海の京都の土産品物販を継続します。 2階は

弊社のネット事業部の一部を移転し、市内業者と連携できるシェアオフィスの運営を

行います。
4号棟2階はアートのコミュニティスペースとして展開し、クリエイターのため

の創作、発信、交流の拠点として新たな価値を創造します。作品創作・展示・
販売、情報発信、ワークショップ、デジタル機器レンタル、教育まで、一貰した

管理体制を整えた場所になります。
各棟の備品は、使用備品一覧表のとおり活用し、利用者の利便性の向上に努めます。
特定公園施設周辺には飲食ブースを新設し、新たな舞鶴の新鮮な食材を存分に提供

できる空間を演出いたします。またイベント時に多数の事業者がキッチンカー等で出
店できるように電気配線の工事を行い 5号棟横でも展開できるようにしたします。

ー
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舞鶴市指令第 2012号

．． 令和5年4月1日

住

氏

.i、
所舞鶴市字浜105儲t地

名

株式会社 ウッディーハウス

代表取締役 幹一郎

公

志摩

園

NÌ1‘ビル舞鶴別館

た
也+"” 皮

1

1
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P
 

様

設 置 管

舞鶴市長

理 許

鴨 田 秋
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可 書

令和5年4月1日 付けで申請のあった
下記の条件を付して許可します。

公園旅設の設懺管理 については、

1.名

2.所

3.内

在

称

地

容

絣鶴赤れんがパーク

舞鶴市 字北吸 地内

舞鶴赤れんがパーク海側芝生広場賂備工事（追加分）

4.施設の構造

5.許

6.設

7.許

可 期 間

置 ・料

可

レストラン（木造平屋建）

から令和5年4月4日

76,680円＇
76,680円

当初100mべ追加44.38nf 

令和14年3月31日

（令和5年度）
（令和6年度以降）

まで

条件

(1) 設置者は、許可物件を常に善良な管理者の注意をもって設置管理しなければならない。

(2) 設置者は、許可物件を設置目的以外の用に供し、又は第三者へ転貸してはならない。

(3) 設置者は、許可物件について修繕その他の行為をするときは、事前に魯面により申請し、市
長の許可を得なければならない。 • 

(4) 設置者は、許可物件の設置について移動があったときは、直ちiこ市に報告しなければならな
い。

(5) 設置者は、設置期間を更新しようとするときは、許可期間満了事前一ヶ月までに書面で申請
． し、市長の許可を受けなければならない。

(6) 設置者は、許可物件の設置工事又はその設置について第三者に損害を与えても、市は一切そ
の責めを負わないものとする。 • 

(7) 設置者が不可抗力により許可物件の設置について損失を受けても、市は一切その責めを負わ
ないものとする。

(8) 公園緑地内の施設や緑樹等を損傷しないように十分に注意し、設置後は跡地を整理し、原状
に復して返還すること。 ‘ 

(9) 設置の際は、事故や苦情等が生じないよう十分に注意すること。止むを得ず発生した場合
は、設置者の責任において迅速かつ適切な処理を行うこと。

(10) 設置中に生じた不要物等については、 9分別収集を行い責任をもって処理すること。

(11) 次のいずれかに該当するときは、許可期間中であってもこの許可を取り消すことがある。こ
の場合において、設置者は直ちに許可物件を原状に回復した後、市に返還しなければならな
い。なお、これによって生じる設置者の損害を、市は一切負担しないものとする。 ・

・許可を受けた者が、この許可書に定める義務を履行しない場合。

・市において許可物件を公用又は公共用に供する必要が生じた場合。
(12) 設置の際に行ったマーキング等は、設置後速やかに消去すること。



供覧 区 分 課長供質

収 又戸 13 令和4年4月1日 供 覧 日 令和4年4月1日

文書分類 19 -02 
•一

ファイ ル 名 指定管理者からの届出

公開 区 分 一部非公開 非公開理由

文書 番 号 保存年限 永年

担 当 者 観光振興課 奥野雅史 ¥ @: I 

内線 1265-' 

件
赤れんがパーク官民連携型賑わい拠点創出事業における第三者使用に関する届出書 (3号棟2階）

名

課長 係長 係員

〈＼》 ⑰ 9』,;.,、↓.＼ I 

・、

.-

供 ： 

｀ 
覧

ス

赤れんがパーク官民連携型賑わい拠点創出事業基本協定（公募設置管理制度）第39条第1項に基づ

く第三者使用に関する届出書が株式会社ウッディーハウスより提出されましたので、供覧します。

届出者 株式会社ウッディーハウス

内 代表取締役志摩幹一郎 ヽ

容 使用者 株式会社J&J事業創造

代表取締役社長鈴木雅己

使用期間令和4年4月 1日 から令和 6年 3月 31日

使用場所赤れんがパーク3号棟2階の一部 (198.522対）

使用目的 コワーキングスペースでの地域の活性化事業の運営



．、 R4年 4月 1日

舞鶴市長多々見良三様

届出者所在地舞鶴市字浜 1054 NTTビル舞鶴

団体の名称株式会社ウッディーハウス

代表者名 代表取締役志摩幹一郎

赤れんがパーク官民連携型賑わい拠点創出事業における

第三者使用に関する届出書

標記事業におきまして、公募対象公園施設を第三者に使用させたいので、赤れ

んがパーク官民連携型賑わい創出拠点事業基本協定書第 39条第 1項に基づき届

け出ます。また、使用者に対し、下記誓約事項を遵守させることを誓約します。

使用． 期間I令和 4年 4月 1日 令和 6年 3月 31日

使 用 場

使 用 目

所
赤れんがパーク 3号棟 2階の一部 198.522 ni) 

※詳細は別紙「使用箇所図」のとおり

的 コワーキングスペースでの地域の活性化事業の運営

使 用 者 I別紙「第三者使用の概要」のとおり

i使用者の響約事項

その他提出書類

当該場所を使用するにあた り、赤れんがパーク公募設習等

計画及び赤れんがパーク官民連携型賑わい拠点創出事業基

本協定書等に基づき適切に使用するとともに、関係法令等遵

守することを誓約します。 ・ （麻）す幻年箕偽喝し

代表者代即直役社鈴木 、雅己

・使用箇所図（別紙）

•第三者使用の概要（別紙）

・定期建物賃貸借契約書の写し（契約後）



（第三者使用に関する届出書 別紙）

赤れんがパーク官民連携型賑わい拠点創出事業 第三者使用者の概要

団体名 株式会社J&J事業創造

代表者
代表取締役社長鈴木雅己

〒105-0003

所在地 東京都港区西新橋1-6-21

TEL FAX 
03-3500-1691 03-3500-1689 

コワーキングスペースでの地域活性化事業の運営

ヽ

‘ 

業務内容

＼ 

その他

(R 4年 4月現在）

＼
 









I 



I 





供覧区分 課長供覧

収 沖又． 日 令和4年4月1日 供 F見と 日 令和4年4月1日

文書分類 19 -02 

ファ イル名 指定管理者からの届出

公開区分 一部非公開 非公開I 理 由

文 書 番号 保存 年 限 永年

担 当 者 観光振興課 奥野雅史 ⑯I 

t 、J i 内線 ヽ

件
赤れんがパーク官民連携型賑わい拠点創出事業における第三者使用に関する届出書 (3号棟1階）

名

課長 係長 係員

＼fー・辺ぶ

゜
忍‘‘t̀; 

供

院

＇ 

株式会社ウッディーハウスより赤れんがパーク官民速携型賑わい拠点事業基本協定第39条第1項（

第三者の使用）に基づく届出書が提出されましたので供覧します。

届 出 者 株式会社ウッディーハウス ス

内 代表取締役志摩幹一郎

容 使 用 者 一般社団法人 京都府北部地域連携都市圏振興社舞鶴地域本部

舞鶴地域本部長 植本浩明

使用期間 令和4年4月1日 ～ 令和7年3月31日

使用場所 赤れんがパーク3号棟の一部 (120m2)

使用目的 物販店舗の連営



R4年 4月 1日

舞鶴市長多々見良三 様

届出者所在地舞鶴市字浜 1054 NTTビル舞鶴

団体の名称株式会社ウッディーハウス

代表者名 代表取締役志摩幹一郎

赤れんがパーク官民連携型賑わい拠点創出事業における

第三者使用に関する届出書

標記事業におきまして、公募対象公園施設を第三者に使用させたいので、赤れ

んがパーク官民連携型賑わい創出拠点事業基本協定書第 39条第 1項に基づき届

け出ます。また、使用者に対し、下記誓約事項を遵守させることを誓約します。

使 用期間I令和 4年 4月 1日～令和 7年 3月 31日

使

一

使

用 場 ・ 所

用 目的

（例：赤れんがパーク 3号棟の一部 120ボ）

※詳細は別紙「使用箇所図」のとおり

物販店舗の運営

使 用 者 I別紙「第三者使用の概要」のとおり

当該場所を使用するにあたり、赤れんがパーク公募設置等

計画及び赤れんがパーク官民連携型賑わい拠点創出事業基

本協定書等に基づき適切に使用するとともに、関係法令等遵

守することを誓約します。

使用者の誓約事項

代表者 舟梱朧人凋蘭靡叫部厖域浬携都爾園賑軋社

卿鶴地域本舟
舞鶴地域碍限植本浩 ai

・使用箇所図（別紙）

その他提 出 書類 1 •第三者使用の概要（別紙）
・定期建物賃貸借契約書の写し（契約後）



団体名

代表者

所在地

TEL 

業務内容

その他

（第三者使用に関する届出書 別紙）

赤れんがパーク官民連携型賑わい拠点創出事業 第三者使用者の概要

一般社団法人 京都府北部地域連携都市振興社

舞鶴地域本部長’上本浩明

〒62.5-0080

舞鶴市字北吸1039番地の2

0773-66-1096 

お土産屋の運営

FAX 
0773-64-6364 

(R 4年 4月現在）











供院区分 課長供覧

収 戸又 日 令和4年4月1日 供 覧 日 令和4年4月1日

． 
文書分類 19 -02 

フ ァイル名 指定管理者からの届出

公開区分 一部非公開 非公開理由 I. 

文 書 番号 保存年限 永年

担 当 者 観光振興課 奥野~雅史 . ('R ， 
内線 ・1265j 

件
赤れんがパーク官民連携型賑わい拠点事業における第三者使用に関する届出囲 (5号棟）

名

課長 係長 係員

〈l{) ⑰ ｀） 

供

覧

＇ 

赤れんがパーク官民連携型賑わい拠点創出事業基本協定（公募設置管理制度）第39条第1項に基づ

く第三者使用に関する届出書が株式会社ウッディーハウスより提出されましたので、供覧します。

届出者 株式会社ウッディーハウス

内 代 表取締役志靡幹一郎

容 使用者 五味祐規夫 (5号棟カフェ）

使用期間令和 4年4月 1日 から令和 5年 3月31日
， H 

使用場所赤れんがパーク5号棟の一部 (141.47nf) 

使用目的 飲食店舗の逓’謡



R4年 4月 1日

舞鶴市 長多々見良三様

届 出者所在地舞鶴市字浜 1054 NTTビル舞鶴

団体の名称株式会社ウッディ ーハウス

代表者名 代表取締役志摩幹一郎

赤れんがパーク官民連携型賑わい拠点創出事業における

第三者使用に関する届出書

標記事業におきまして、公募対象公園施設を第三者に使用させたいので、赤れ

んがパーク官民連携型賑わい創出拠点事業基本協定書第 39条第 1項に基づき届

け出ます。また、使用者に対し、下記誓約事項を遵守させることを誓約します。

使 用 期 間 1 令和 4年 4月 1日 ～ 令和 5年 3月 31日

使 用 場
赤れんがパーク 5号棟の一部(141.47ボ）

所 ※詳細は別紙「使用箇所図」のとおり

使 用 目 的

使 用 者

使用者の誓約事項 I

飲食店舗の運営

別紙「第三者使用の概要」のとおり

当該場所を使用するにあたり、赤れんがパーク公募設置等

計画及び赤れんがパーク官民連携型賑わい拠点創出事業基

本協定書等に基づき適切に使用するとともに、関係法令等遵

守することを誓約します。

代表者 ——--- -
0オ

・使用箇所図（別紙）

そ の他提出書類 1 •第三者使用の概要（別紙）
・定期建物賃貸借契約書の写し（契約後）



団体名

代表者

所在地

TEL 

業務内容

. 

その他

（第三者使用に関する届出讃 別紙）

赤れんがパーク官民連携型賑わい拠点創出事業 第三者使用者の概要

(R4年 4月現在）

五味祐規夫

五味祐規夫

ヽ

〒625-0036

舞鶴市字浜7-1
． 

｀ 0773-64-2002 
FAX 

0773-64-2002 

5号棟内においての飲食店舗の運営

｀ ｀ .. 










